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2018 年 7 月、参議院議員の選挙制度をめぐり、総定数の 6 増（埼玉選挙区で 2 議席、比

例区で 4 議席）、比例代表選挙における特定枠の導入を内容とする、改正公職選挙法が可決

された。私たちは、この改正には以下のような重大な問題があると考える。 

第 1 に、都道府県選挙区における投票価値の不均衡の抜本的な是正が見送られ、小幅な

手直しにとどめられたことである。最高裁判所の度重なる指摘を受けて、2015 年 8 月、徳

島・高知、鳥取・島根をそれぞれ合区する手直しが行われた。この改正は最小限度の手直し

にすぎず、改正公職選挙法の附則では、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に

向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正

等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得る

ものとする。」と定められた。にもかかわらずその後、この約束は果たされず、今回の改正

もごく小幅な手直しにとどまっている。参議院のあり方をふまえた、投票価値の不均衡の抜

本的な見直しを可能とする選挙制度の実現が必要である。 

第 2 に、比例代表選挙に導入された、あらかじめ定めた候補者を優先的に当選させる仕

組み（特定枠）についても、重大な問題がある。この改正は合区対象となった選挙区の議員

の当選を確保することを狙った措置であると報じられており、党利党略で導入された制度

であることが強く疑われる。また、非拘束名簿式の比例代表制に拘束名簿式の要素を組み込

むもので趣旨がわかりにくい。政党の意向次第で、非拘束名簿を維持することも、拘束名簿

とほぼ同様のものとすることも可能であり、政党のときどきの都合によって、選挙制度を改

変できるということになりかねない。こうした仕組みによって、国民の意向とかけ離れた議

員が当選するようなことにならぬよう、厳しく監視してゆく必要がある。 

第 3 に、議論の進め方にも大きな問題がある。選挙制度の改正は各党の利害に直結する

問題であるだけに、最終的に全会派の一致を得ることが難しいとしても、特定の政党の利益

のみを図るような仕組みが導入されることのないよう、できるだけ幅広い合意を得ること

が重要である。これまでも、参議院の選挙制度改正をめぐっては、各党が参加する協議の場

が設けられ議論が行われてきた。しかし今回の改正は、そうした議論をふまえることなく、

いわば見切り発車で行われた。特定の政党の都合を優先した改正がなされるとすれば、今後

に大きな禍根を残すことになる。 

私たち選挙市民審議会では、本当の意味で民意が反映される選挙制度の実現をめざし議

論を重ね、2017 年 12 月には、あるべき選挙制度についての答申を発表している。参議院議

員は憲法上、衆議院議員より任期が長く、半数ずつ改選されることから、それぞれの議員が

専門性を高め、長期的視点より政策課題に取り組むことが期待される。そこで私たちは、参

議院議員選挙制度については、参議院が果たすべき役割をふまえ、政党だけでなく「人」の



 

 

選択にも重点をおいた仕組みとして、大選挙区単記制または連記制を提案している。こうし

た仕組みの導入により、投票価値の不均衡も抜本的に是正される。また、現在の国会議員数

は決して十分とはいえないことから、国会が適切に民意を反映し活動できるよう、参議院議

員数を 300 程度とすることも提案している。 

なお、定数増をめぐっては、メディアなどで批判がなされている。しかし、議員定数は本

来、民意を適切に反映するうえでどの程度の議員数が必要かという観点から考えられるべ

きものであり、定数増も一概に否定されるべきではない。ここしばらく、衆参両院で定数の

削減が進められてきたが、日本の国会議員数は人口比でみると、ヨーロッパの主要民主主義

国と比べても決して多いとはいえない。参議院のあり方をふまえた選挙制度改正にあたっ

ては、むしろ議員増の可能性も含めて、より適切に民意を反映する仕組みが探求されるべき

である。 

このような提案もふまえつつ、あらためて、より適切な民意が反映されるような参議院議

員選挙制度の実現に向けた本格的な議論を強く求めたい。 

 


